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大
子
町
で
は
「
全
方
位
ア
ウ
ト
ド
ア
。
自
然
基
地
大
子

町
」
を
コ
ン
セ
プ
ト
に
掲
げ
、
ア
ウ
ト
ド
ア
に
よ
る
ま
ち
づ
く

り
を
行
っ
て
い
ま
す
。
奥
久
慈
の
自
然
の
中
で
キ
ャ
ン
プ
を

楽
し
め
る
「
グ
リ
ン
ヴ
ィ
ラ
」
は
、
年
間
３
万
人
以
上
が
訪
れ

る
人
気
の
キ
ャ
ン
プ
場
で
す
。
全
面
芝
生
の
キ
ャ
ン
プ
サ
イ

ト
の
ほ
か
、
木
の
ぬ
く
も
り
が
感
じ
ら
れ
る
キ
ャ
ビ
ン
や
本

格
的
な
ト
レ
ー
ラ
ー
ハ
ウ
ス
な
ど
、
年
間
を
通
し
て
快
適
に

過
ご
せ
る
設
備
が
充
実
し
て
い
ま
す
。

�

（
写
真
提
供
：
大
子
町
役
場
）

奥
久
慈
の
自
然
を
満
喫
！

～
ア
ウ
ト
ド
ア
で
ま
ち
お
こ
し
～
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（第75号） （2）法　人　お　お　た

こ
の
度
の
定
期
人
事
異
動
に
よ

り
、
関
東
信
越
国
税
局
課
税
第
一
部

資
料
調
査
第
一
課
長
か
ら
太
田
税
務

署
長
を
拝
命
し
ま
し
た
渡
邉
で
ご
ざ

い
ま
す
。

出
身
は
新
潟
県
で
、
こ
れ
ま
で
主

に
個
人
課
税
に
係
る
事
務
に
従
事
し

て
ま
い
り
ま
し
た
。
茨
城
県
で
の
勤

務
は
初
め
て
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ど

う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

管
内
は
、
名
所
・
旧
跡
や
風
光

明
媚
で
多
彩
な
産
業
が
あ
る
と
と
も

に
、
清
ら
か
な
水
が
流
れ
、
常
陸
秋
そ

ば
発
祥
の
地
で
、
美
味
し
い
お
酒
も
数

多
く
造
ら
れ
て
い
る
と
聞
い
て
お
り
、

縁
あ
っ
て
当
地
で
勤
務
で
き
ま
す
こ
と

を
大
変
う
れ
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。

一
般
社
団
法
人
太
田
法
人
会
の
皆

様
方
に
は
、
日
頃
か
ら
税
務
行
政
の

円
滑
な
運
営
に
対
し
ま
し
て
、
深
い

ご
理
解
と
多
大
な
ご
協
力
を
賜
り
、

厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

太
田
法
人
会
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
租
税
教
育
推
進
の
た
め
に
青
年

部
の
方
々
を
中
心
に
「
租
税
教
室
の

講
師
」
を
務
め
て
い
た
だ
い
て
い
る

ほ
か
、
女
性
部
が
主
体
と
な
り
「
税

に
関
す
る
絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー
ル
」

を
開
催
い
た
だ
い
て
お
り
、
そ
の
積

極
的
な
取
組
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ

る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

さ
ら
に
、「
自
主
点
検
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー

ト
」
を
活
用
し
た
企
業
の
税
務
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
向
上
へ
の
取
組
等
は
、

会
員
の
積
極
的
な
自
己
啓
発
を
支
援

し
、
企
業
経
営
並
び
に
会
社
の
健
全

な
発
展
等
に
貢
献
し
て
お
り
、
今
後

も
こ
の
取
組
の
普
及
・
拡
大
に
向
け

て
、
皆
様
方
と
連
携
・
協
調
を
図
っ

て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

さ
て
、
会
員
企
業
の
皆
様
方
に
お

か
れ
ま
し
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
再
拡
大
等
に
よ
っ

て
、
社
会
・
経
済
活
動
に
お
い
て

様
々
な
制
限
を
受
け
て
お
り
、
非
常

に
厳
し
い
経
営
を
強
い
ら
れ
て
い
る

こ
と
と
存
じ
ま
す
。
当
署
と
い
た
し

ま
し
て
は
、
納
税
者
等
の
ニ
ー
ズ
を

的
確
に
把
握
し
、
各
々
の
納
税
者
の

置
か
れ
た
状
況
や
心
情
に
十
分
配
意

し
て
、
各
種
の
感
染
対
策
を
徹
底
の

上
、
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
来
年
、
令
和
５
年
10
月
か

ら
導
入
さ
れ
る
「
消
費
税
の
イ
ン
ボ

イ
ス
制
度
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、
署

の
優
先
課
題
と
し
て
、
そ
の
円
滑
な

実
施
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
る
と

こ
ろ
で
す
。
昨
年
10
月
よ
り
、
適
格

請
求
書
発
行
事
業
者
の
登
録
申
請
の

受
付
が
開
始
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、

当
該
登
録
期
限
は
、
令
和
５
年
３
月

末
と
な
り
ま
す
。
期
限
間
際
に
集
中

し
な
い
よ
う
、
で
き
る
限
り
早
期
に

申
請
を
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
登
録

申
請
書
の
提
出
・
登
録
通
知
書
の
受

領
は
、
感
染
症
の
感
染
防
止
の
観
点

か
ら
も
、
是
非
、
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
を
ご

利
用
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

令
和
４
年
分
確
定
申
告
に
つ
き
ま

し
て
は
、
引
き
続
き
、
高
い
水
準
の

感
染
症
対
策
が
求
め
ら
れ
る
も
の
と

想
定
し
、
来
場
者
の
一
層
の
削
減
・

分
散
が
図
れ
る
よ
う
、引
き
続
き「
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
方
式
に
よ
る
自

宅
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
・
ス
マ
ホ
申
告
」
を
推

進
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
。
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
等
の
更
な
る
利

用
拡
大
に
つ
き
ま
し
て
、
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

結
び
に
、
太
田
法
人
会
の
皆
様
に

お
か
れ
ま
し
て
は
、
引
き
続
き
、
税

務
行
政
の
よ
き
理
解
者
と
し
て
、
今

後
と
も
よ
り
一
層
の
ご
理
解
と
ご
協

力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す

と
と
も
に
、
貴
会
の
益
々
の
ご
発
展

と
、
会
員
の
皆
様
方
の
ご
健
勝
並
び

に
会
員
企
業
の
ご
繁
栄
を
心
か
ら
祈

念
い
た
し
ま
し
て
、
着
任
の
挨
拶
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

着
任
の
挨
拶

太
田
税
務
署
長

渡
邉
　
孝
一

署　
　

長 
 

渡わ
た

邉な
べ

孝こ
う

一い
ち

 
 

（
前
任
地
）
関
東
信
越
国
税
局　

課
税
第
一
部 

　
　
　
　
　
　

資
料
調
査
第
一
課
長

副
署
長 

 

人ひ
と

見み

好よ
し

典の
り

（
留
任
）

総
務
課
長 

 

岩　

田　

正　

巳
（
留
任
）

管
理
運
営
第
一
部
門 

統
括
官 

藤　

井　

章　

一�
 

（
前
任
地
）
関
東
信
越
国
税
局　

徴
収
部 

　
　
　
　
　
　

納
税
管
理
官　

納
税
専
門
官

管
理
運
営
第
二
部
門 

統
括
官 

坂　

庭　

哲　

也 
 

（
前
任
地
）
所
沢
税
務
署　

管
理
運
営
第
一
部
門　

連
絡
調
整
官

徴
収
部
門 

統
括
官 

元　

村　
　
　

剛 
 

（
前
任
地
）
日
立
税
務
署　

徴
収
部
門　

統
括
官

個
人
課
税
第
一
部
門 

統
括
官 

阿　

美　

昌　

浩�
 

（
前
任
地
）
真
岡
税
務
署　

個
人
課
税
部
門　

統
括
官

個
人
課
税
第
二
部
門 

統
括
官 

小　

又　

康　

弘
（
留
任
）

個
人
課
税
第
三
部
門 

統
括
官 

寺　

門　

正　

樹�
 

（
前
任
地
）
関
東
信
越
国
税
局　

課
税
第
一
部 

　
　
　
　
　
　

国
税
訟
務
官
室　

連
絡
調
整
官

資
産
課
税
部
門 

統
括
官 

寺　

門　

弘　

道�
 

（
前
任
地
）
日
立
税
務
署　

資
産
課
税
部
門　

統
括
官

法
人
課
税
第
一
部
門 

統
括
官 

田　

中　

真
美
子
（
留
任
）

法
人
課
税
第
二
部
門 

統
括
官 

鈴　

木　

達　

夫 
 

（
前
任
地
）
水
戸
税
務
署　

法
人
課
税
第
三
部
門　

統
括
官

法
人
課
税
第
一
部
門
（
法
人
会
担
当
） 

 
 

 

小　

林　

智　

寿�
 

（
前
任
地
）
税
務
大
学
校　

関
東
信
越
研
修
所　

教
務
係
長

太
田
税
務
署
幹
部

（
七
月
十
日
付
　
定
期
異
動
）



（3） （第75号）法　人　お　お　た

第
十
回
定
時
総
会
が
本
年
六
月
九

日
午
後
二
時
か
ら
ホ
テ
ル
釜
萬
（
常

陸
太
田
市
）
に
お
い
て
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

今
年
度
は
、
一
旦
治
ま
っ
た
か
に

見
え
た
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
が
、
新

た
な
変
異
株
の
発
生
に
よ
り
、
今
ま

で
以
上
に
感
染
が
広
ま
っ
て
い
る
状

況
の
中
、
感
染
症
対
策
を
十
分
に
図

り
な
が
ら
実
施
し
、
ご
来
賓
に
竹
野

健
一
前
太
田
税
務
署
長
、
仲
澤
宏
一

茨
城
県
税
事
務
所
長
、
宮
田
達
夫
常

陸
太
田
市
長
を
は
じ
め
、
各
関
係
団

体
の
皆
様
を
お
迎
え
し
て
、
委
任
状

出
席
と
合
わ
せ
て
一
、
〇
十
八
名
の

出
席
の
も
と
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

は
じ
め
に
、
成
井
副
会
長
（
太
田

地
区
副
会
長
）
が
開
会
を
宣
言
し
、

小
祝
会
長
が
「
コ
ロ
ナ
禍
や
物
価
高

騰
な
ど
、
現
況
は
非
常
に
困
難
な
時

期
に
直
面
し
て
い
ま
す
が
、
法
人
会

と
し
て
の
連
帯
を
深
め
、
皆
さ
ん
団

結
し
て
、
新
た
な
時
代
の
幕
開
け
を

目
指
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
」
と
挨

拶
を
述
べ
た
後
、
会
長
が
議
長
と
な

り
、
審
議
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

議
案
は
次
の
通
り
で
す
。
※
本
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て
お
り

ま
す
。

〔
審
議
事
項
〕

第�

一
号
議
案 

令
和
三
年
度
事
業
報
告
承
認
に
関

す
る
件

第�

二
号
議
案 

令
和
三
年
度
収
支
決
算
報
告
承
認

に
関
す
る
件

第�

三
号
議
案 

運
用
資
金
借
入
限
度
額
承
認
に
関

す
る
件

〔
報
告
事
項
〕

第�

四
号
議
案 

令
和
四
年
度
事
業
計
画
に
関
す
る
件

第�

五
号
議
案�

令
和
四
年
度
収
支
予
算
に
関
す
る
件

以
上
全
議
案
原
案
通
り
可
決
成
立

し
、
ご
来
賓
か
ら
祝
辞
を
い
た
だ
い

た
後
、
田
中
副
会
長
（
大
子
地
区
会

長
）
が
閉
会
を
宣
し
終
了
ま
し
た
。

な
お
、
総
会
の
先
立
ち
開
催
し
た

役
員
功
労
者
等
表
彰
式
の
表
彰
者
は

次
の
方
々
で
す
。

表
彰
状
贈
呈
者
名　
（
敬
称
略
）

（
公
財
）
全
国
法
人
会
総
連
合
会
長
表

彰　

単
位
会
役
員
功
労
者

　
　

大
富
印
刷
（
株
）

 

小
室　

博
俊
（
本
会
副
会
長
）

（
一
社
）
茨
城
県
法
人
会
連
合
会
長
表

彰　

単
位
会
役
員
功
労
者

　
　
（
株
）
根
本
工
務
所 

 

根
本　

敬
久
（
本
会
常
任
理
事
）

　
　

磯
﨑
自
動
車
工
業
（
株
） 

　
　

磯
﨑　

孝
（
本
会
常
任
理
事
）

（
一
社
）
太
田
法
人
会
長
表
彰 

　

大
型
保
障
制
度
推
進
優
秀
賞

　
　

大
同
生
命
保
険
（
株
）
水
戸
支
社 

　
　

庄
司　

妙
子
（
推
進
員
）

【
記
念
講
演
会
】

演
題　
「
国
税
で
の
経
験
談
」

講
師　

前
太
田
税
務
署
長

 

竹
野　

健
一　

氏

　

総
会
を
終
了
後
、
太
田
税
務
署
長

の
記
念
講
演
会
を
開
催
い
た
し
ま
し

た
。
内
容
は
酒
税
を
中
心
に
、
物
納

財
産
の
売
払
い
や
国
税
の
研
修
制
度

等
に
つ
い
て
、
大
変
分
か
り
や
す
く
、

丁
寧
な
講
演
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

第十回（通期第三十八回）定時総会開催
ウィズコロナに適応した、新たな時代の幕開けを目指して

小祝会長を議長に審議開始

講演する竹野健一前太田税務署長

県法連会長表彰の根本常任理事 全法連会長表彰の小室副会長
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主
な
事
業
活
動

１�
．
税
を
巡
る
諸
環
境
の
整
備
改
善
を
図

る
た
め
の
事
業

⑴
税
知
識
の
普
及
を
目
的
と
す
る
事
業

ア　

決
算
期
別
説
明
会

イ　

改
正
税
法
説
明
会

ウ　

新
設
法
人
説
明
会

エ　

年
末
調
整
説
明
会

オ　

青
年
・
女
性
部
経
営
者
税
務
研
修

会

⑵
税
の
相
談
環
境
を
整
備
す
る
事
業

ア　

税
に
関
す
る
相
談
会

⑶ 

納
税
意
識
の
高
揚
、
税
知
識
の
普
及
及

び
税
の
学
習
環
境
を
整
備
す
る
事
業

ア　

租
税
教
室
の
実
施

イ　

第
12
回
税
に
関
す
る
絵
は
が
き
コ

ン
ク
ー
ル

ウ　

一
般
市
民
へ
租
税
教
育
冊
子
の
配

布

エ　

機
関
紙
及
び
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に

よ
る
税
の
広
報
事
業

⑷ 

税
制
及
び
税
務
に
関
す
る
調
査
研
究
並

び
に
提
言
に
関
す
る
事
業

ア　

税
制
改
正
の
提
言
及
び
提
言
書
の

関
係
機
関
へ
の
提
出

イ　

税
制
改
正
の
提
言
に
関
す
る
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
事
業

ウ　

全
国
青
年
の
集
い
へ
の
参
加

エ　

全
国
女
性
フ
ォ
ー
ラ
ム
へ
の
参
加

⑸ 

税
施
策
等
の
普
及
推
進
を
目
的
と
す
る

事
業

ア　

ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
（
国
税
電
子
申
告
・

納
税
シ
ス
テ
ム
）
の
普
及
推
進

イ　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
普
及
推
進
と

事
業
者
の
登
録
申
請
に
係
る
支
援

ウ　

電
子
帳
簿
保
存
法
に
関
す
る
周
知

等
の
協
力

エ　

消
費
税
の
期
限
内
納
付
の
推
進
：

納
税
意
識
の
高
揚
を
図
る
た
め
、

封
筒
へ
「
消
費
税
期
限
内
納
付
」

の
印
刷

２�

．
地
域
の
経
済
・
社
会
環
境
の
整
備
改

善
等
を
図
る
た
め
の
事
業

�

（
継
続
事
業
２
）

⑴ 

地
域
経
済
・
社
会
の
活
性
化
に
資
す
る

事
業

ア　

講
演
会
・
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催

イ　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
セ
ミ
ナ
ー

⑵ 

地
域
の
福
祉
問
題
、
環
境
問
題
な
ど
の

改
善
に
資
す
る
た
め
の
事
業

ア　

献
血
啓
蒙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

３�
．
会
員
の
た
め
の
福
利
厚
生
に
関
す
る

事
業

『
法
人
会
福
利
厚
生
制
度
創
設
50
周
年

記
念
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
』

⑴
全
法
連
の
福
利
厚
生
事
業
の
推
進

⑵
県
法
連
の
福
利
厚
生
制
度
の
推
進

ア　

貸
倒
保
障
制
度
（
取
引
信
用
保

険
）
の
普
及
推
進

４�

．
会
組
織
の
充
実
、
会
員
の
た
め
の
親

睦
及
び
交
流
に
関
す
る
事
業

�

（
他
事
業
２
）

⑴ 

会
員
の
親
睦
及
び
交
流
等
に
関
す
る
事

業ア　

会
員
、
役
員
及
び
部
会
員
懇
談
会

等

イ　

部
会
視
察
研
修
会

ウ　

親
睦
事
業

⑵
組
織
拡
充
に
関
す
る
事
業

ア　

会
員
増
強
運
動

⑶
そ
の
他

ア　

功
労
者
表
彰

令
和
四
年
度
　
事
業
計
画
書

令和４年度 収支予算書
令和４年４月１日から令和５年３月 31 日まで （単位：円）

科 　 　 目 予 算 額

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

（1）経常収益

基本財産運用益 500

特定資産運用益 700

受取会費 14,418,000

事業収益 881,000

受取補助金等 10,794,025

雑収益 300,500

経常収益計 26,394,725

（2）経常費用

事業費 17,814,031

管理費 8,501,959

経常費用計 26,315,990

評価損益等調整前当期経常増減額 78,735

評価損益等計

当期経常増減額 78,735

２．経常外増減の部

（1）経常外収益

経常外収益計 0

（2）経常外費用

経常外費用計

当期経常外増減額 0

当期一般正味財産増減額 78,735

一般正味財産期首残高 24,787,652

一般正味財産期末残高 24,866,387

Ⅱ　指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高

Ⅲ　正味財産期末残高 24,866,387

令和３年度 貸借対照表
令和４年 3 月 31 日現在 （単位：円）

科 　 　 目 当 年 度 前 年 度 増 　 減
Ⅰ　資産の部
１．流動資産

現金預金 15,887,284 14,846,996 1,040,288
流動資産合計 15,887,284 14,846,996 1,040,288

２．固定資産
（1）基本財産

定期預金 5,000,000 5,000,000 0
基本財産合計 5,000,000 5,000,000 0

（2）特定資産
支部活動充実引当資産 2,881,274 2,881,220 54
退職給付引当資産 3,459,249 3,459,169 80
周年行事引当資産 900,594 900,594 0
特定資産合計 7,241,117 7,240,983 134

（3）その他固定資産
什器備品 100,283 134,661 △34,378
電話加入権 136,200 136,200 0

その他固定資産合計 236,483 270,861 △34,378
固定資産合計 12,477,600 12,511,844 △34,244
資産合計 28,364,884 27,358,840 1,006,044

Ⅱ　負債の部
１．流動負債

預り金 117,983 148,843 △30,860
流動負債合計 117,983 148,843 △30,860

２．固定負債
退職給付引当金 3,459,249 3,459,169 80
固定負債合計 3,459,249 3,459,169 80
負債合計 3,577,232 3,608,012 △30,780

Ⅲ　正味財産の部
１．指定正味財産

指定正味財産合計 0 0 0
２．一般正味財産
（1）代替基金 0 0 0
（2）その他一般正味財産 24,787,652 23,750,828 1,036,824

一般正味財産合計 24,787,652 23,750,828 1,036,824
（うち特定資産への充当額） (3,781,868) (3,781,814) 54
正味財産合計 24,787,652 23,750,828 1,036,824
負債及び正味財産合計 28,364,884 27,358,840 1,006,044



（5） （第75号）法　人　お　お　た

令和３年度 正味財産増減計算書
 令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで （単位：円）

科　　　　目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

（1）経常収益

基本財産運用益 130 499 △369

基本財産受取利息 130 499 △369

特定資産運用益 110 435 △325

特定資産受取利息 110 435 △325

受取会費 14,416,810 14,842,050 △425,240

正会員受取会費 13,941,810 14,327,050 △385,240

賛助会員受取会費 63,000 63,000 0

部会受取会費 412,000 452,000 △40,000

事業収益 742,722 641,524 101,198

広報事業収益 120,000 120,000 0

福利厚生事業収益 209,082 215,524 △6,442

事務受託料収益 60,000 60,000 0

会員親睦事業収益 353,640 246,000 107,640

受取補助金等 10,920,486 11,262,300 △341,814

受取全法連助成金 10,920,486 11,262,300 △341,814

雑収益 154,869 203,561 △48,692

受取利息 229 316 △87

雑収入 154,640 203,245 △48,605

経常収益計 26,235,127 26,950,369 △715,242

（2）経常費用

事業費 16,411,075 15,227,804 1,183,271

給与手当 6,766,353 6,858,982 △92,629

退職給付費用 238,617 238,769 △152

福利厚生費 1,142,399 1,119,949 22,450

旅費交通費 564,852 196,781 368,071

通信運搬費 1,142,891 1,113,552 29,339

減価償却費 24,407 2,035 22,372

消耗品費 1,064,245 862,269 201,976

印刷製本費 909,596 696,345 213,251

燃料費 16,793 12,960 3,833

賃借料 390,515 390,515 0

会場費 276,385 214,099 62,286

保険料 38,468 31,567 6,901

諸謝金 264,000 151,500 112,500

租税公課 72,000 72,000 0

会議費 276,181 130,530 145,651

表彰費 152,320 121,784 30,536

事務委託費 1,696,900 1,830,712 △133,812

委託費 307,693 307,693 0

リース料 422,496 422,496 0

支払負担金 525,041 401,423 123,618

支払手数料 9,383 7,577 1,806

科　　　　目 当年度 前年度 増　減

雑費 109,540 44,266 65,274

管理費 8,787,225 8,211,967 575,258

給与手当 2,763,721 2,801,556 △37,835

退職給付費用 97,463 97,525 △62

福利厚生費 466,613 457,443 9,170

旅費交通費 236,470 317,604 △81,134

通信運搬費 825,040 782,422 42,618

減価償却費 9,968 830 9,138

消耗什器備品費 0 101,883 △101,883

消耗品費 584,608 237,257 347,351

印刷製本費 643,798 644,696 △898

燃料費 6,859 5,293 1,566

賃借料 159,505 159,505 0

会場費 558,843 190,011 368,832

保険料 15,712 12,893 2,819

租税公課 37 146 △109

会議費 368,480 499,715 △131,235

事務委託費 693,100 747,755 △54,655

委託費 31,570 31,570 0

リース料 172,568 172,568 0

支払負担金 350,919 286,133 64,786

支払手数料 230,536 182,910 47,626

渉外慶弔費 311,812 280,000 31,812

雑費 259,603 202,252 57,351

経常費用計 25,198,300 23,439,771 1,758,529

評価損益等調整前当期経常増減額 1,036,827 3,510,598 △2,473,771

評価損益等計 0 0 0

当期経常増減額 1,036,827 3,510,598 △2,473,771

２．経常外増減の部

（1）経常外収益

経常外収益計 0 0 0

（2）経常外費用

固定資産除却損 3 0 3

什器備品除却損 3 0 3

経常外費用計 3 0 3

当期経常外増減額 △3 0 △3

当期一般正味財産増減額 1,036,824 3,510,598 △2,473,774

一般正味財産期首残高 23,750,828 20,240,230 3,510,598

一般正味財産期末残高 24,787,652 23,750,828 1,036,824

Ⅱ　指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額 0 0 0

指定正味財産期首残高 0 0 0

指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ　正味財産期末残高 24,787,652 23,750,828 1,036,824



（第75号） （6）法　人　お　お　た

税
の
啓
発
事
業
を 

中
心
に
更
な
る
発
展
を
！

　

本
年
六
月
二
十
二
日
午
後
一
時
半
よ
り
、

通
常
総
会
を
常
陸
太
田
市
商
工
会
館
に
お
い

て
実
施
い
た
し
ま
し
た
。

　

ご
来
賓
に
は
、
前
太
田
税
務
署
長
竹
野
健

一
氏
・
副
署
長
人
見
好
典
氏
・
法
人
課
税
第
一

部
門
統
括
官
田
中
真
美
子
氏
及
び
前
総
括
上

席
調
査
官
青
名
畑
隆
弘
氏
を
お
迎
え
、
飯
田

副
部
会
長
が
開
会
を
宣
し
、
西
野
眞
理
子
部

会
長
が
挨
拶
の
後
議
長
に
な
り
議
案
を
審
議

し
、
全
議
案
原
案
通
り
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　

議
案
は
次
の
通
り
で
す
。

第
一
号
、
第
二
号
議
案
　
令
和
三
年
度
事
業

報
告
・
収
支
決
算
承
認
の
件

第
三
号
、
第
四
号
議
案
　
令
和
四
年
度
度
事

業
計
画
・
収
支
予
算
承
認
の
件

　

以
上
原
案
通
り
可
決
し
、
ご
来
賓
の
挨
拶

の
後
橋
本
副
部
会
長
が
閉
会
を
宣
し
終
了
し

ま
し
た
。

記

念

講

演

テ
ー
マ　

 

「
腸
と
免
疫
」

講
　
師　

水
戸
ヤ
ク
ル
ト
販
売
（
株
）

 

宅
配
推
進
課　

波
多
野　

昭
乃　

氏

　

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
を
は
じ
め
、
現
在
多

く
の
病
気
が
蔓
延
し
て
い
る
中
で
、
腸
内
環

境
を
改
善
し
、
ウ
イ
ル
ス
な
ど
に
負
け
な
い

免
疫
を
持
つ
に
は
、
乳
酸
菌
の
摂
取
は
大
変

重
要
で
あ
る
こ
と
を
、
分
か
り
や
す
く
、

ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
を
交
え
な
が
ら
の
熱
心
な
講

演
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
参
加
し
た
部
会
員

は
大
変
感
激
す
る
と
共
に
、
多
く
の
方
々
に

是
非
聴
講
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
た
講
演

会
で
し
た
。

佐
藤
全
法
連
青
年
部 

連
絡
協
議
会
長
が
来
訪
！

　

本
年
六
月
十
五
日
午
後
二
時
よ
り
温
泉
旅

館
寶
来
館
に
お
い
て
通
常
総
会
を
実
施
し
、

ご
来
賓
に
は
前
太
田
税
務
署
長
竹
野
健
一

氏
・
副
署
長
人
見
好
典
氏
・
法
人
課
税
第
一

部
門
統
括
官
田
中
真
美
子
氏
・
前
総
括
上
席

調
査
官
青
名
畑
隆
弘
氏
・
小
祝
亨
会
長
及
び

大
同
生
命
（
株
）
水
戸
支
社
三
輪
忠
士
氏
、

更
に
、
今
回
特
別
来
賓
と
し
て
、
全
法
連
青

年
部
会
連
絡
協
議
会
長
佐
藤
知
樹
氏
・
会
務

担
当
副
会
長
渡
辺
洋
平
氏
及
び
茨
城
県
法
連

青
年
部
会
連
絡
協
議
会
長
村
田
豊
氏
を
お
迎

え
し
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

　

増
子
副
部
会
長
が
開
会
を
宣
し
、
石
川
部

会
長
の
挨
拶
の
後　

議
事
は
部
会
長
が
議
長

に
な
り
、
令
和
三
年
度
事
業
報
告
・
決
算
報

告
並
び
に
令
和
四
年
度
事
業
計
画
・
予
算
が

審
議
さ
れ
、
原
案
通
り
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
年
は
、
卒
業
生
が
二
人
お
り
、
会
員
も

年
々
減
少
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
新
部
会
員

の
加
入
促
進
が
重
要
な
課
題
に
な
り
ま
し

た
。
ま
た
、
石
川
部
会
長
は
、
「
青
年
部
会

の
二
大
事
業
で
あ
る
租
税
教
育
と
健
康
経
営

の
更
な
る
推
進
を
図
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
」

と
抱
負
を
述
べ
、
ご
来
賓
の
挨
拶
の
後
、
和

田
副
部
会
長
が
閉
会
を
宣
し
終
了
し
ま
し

た
。

記

念

講

演

　

総
会
終
了
後
、
全
法
連
青
年
部
会
連
絡
協

議
会
務
担
当
副
会
長
渡
辺
洋
平
氏
を
講
師

に
、
記
念
講
演
会
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

　

テ
ー
マ
は
、
「
財
政
健
全
化
の
た
め
の
健

康
経
営
と
は
」
と
題
し
、
健
康
経
営
の
重
要

性
を
丁
寧
に
説
明
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

参
加
し
た
部
会
員
は
、
そ
の
重
要
性
を
認
識

し
、
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
を
乗
り
切
っ
て
い
こ
う

と
、
熱
心
に
聴
講
し
ま
し
た
。

第
三
十
四
回
　
青
年
部
会
通
常
総
会
開
催

第
三
十
五
回
　
女
性
部
会
通
常
総
会
終
了

西野部会長を議長に審議を開始

講演する渡辺全法連青年部会…
連絡協議会会務担当副会長

石川部会長を議長に審議開始

仙台からお越しいただいた…
佐藤全法連青年部会長の挨拶

ジェスチャーを交えながらの熱心な講義



（7） （第75号）法　人　お　お　た

木
々
の
緑
も
色
濃
く
な
っ
た
６
月
７
日

（
火
）、
第
２
回
定
時
総
会
を
ホ
テ
ル
ク
リ

ス
タ
ル
パ
レ
ス
に
て
開
催
し
、
452
名
（
本

人
出
席
41
名
、
委
任
状
411
名
）
が
出
席
し

ま
し
た
。
冒
頭
、
法
人
会
役
職
員
表
彰
の

伝
達
式
を
行
い
、
小
室
会
長
よ
り
３
名
の

受
賞
者
に
賞
状
と
記
念
品
を
伝
達
し
ま
し

た
。
総
会
の
議
案
審
議
で
は
、
全
議
案
と

も
全
会
一
致
で
可
決
承
認
さ
れ
、
コ
ロ
ナ

禍
で
も
多
く
の
会
員
の
方
々
に
ご
参
加
い

た
だ
き
、
盛
大
に
開
催
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
令
和
４
年
度
も
積
極
的
に
事
業

を
実
施
し
て
参
り
ま
す
。

 

（
ひ
た
ち
な
か
地
区
会
：
担
当　

中
谷
）

太
田
地

区
会
青
年

部
会
（
石

川

部

会

長
）で
は
、

令
和
４
年

２
月
22
日

親
会
と
共

催
で
、
㈱

宮
田
財
務
の
宮
田
久
雄
氏
を
講
師
に
招
き
、

『
つ
ぶ
れ
な
い
会
社
づ
く
り
』
を
テ
ー
マ
に

経
営
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
し
た
。

５
名
の
会
員
が
参
加
さ
れ
、
お
金
も
数

字
も
好
き
に
な
れ
！
や
毎
月
の
数
字
と
向

き
合
え
！
な
ど
の
内
容
で
健
全
な
経
営
を

行
う
た
め
に
経
営
者
が
着
目
す
べ
き
こ
と

や
現
金
で
困
ら
な
い
会
社
づ
く
り
の
た
め

に
何
を
す
べ
き
な
の
か
を
学
び
ま
し
た
。

 

（
太
田
地
区
会
：
担
当　

菊
池
）

大
宮
地
区
会
で
は
、
７
月
１
日
に
会
員
22

名
の
参
加
の
も
と
「
社
長
研
修
会
」
を
開
催

し
ま
し
た
。
今
回
は
、ア
イ
ザ
ワ
証
券
（
株
）

藍
澤
基
彌
相
談
役
（
最
高
顧
問
）
を
お
迎
え

し
、「
豊
か
な
生
活
・
将
来
へ
の
希
望
」
を

テ
ー
マ
に
講

演
を
頂
き
ま

し
た
。

相
談
役

は
講
演
の

中
で
、
当

証
券
会
社

が
目
指
す

ソ
リ
ュ
ー

シ
ョ
ン
ビ

ジ
ネ
ス
へ
の
取
り
組
み
や
県
立
常
陸
大
宮

高
校
と
の
包
括
的
業
務
提
携
の
具
体
的
な

支
援
内
容
等
に
つ
い
て
話
さ
れ
ま
し
た
。

参
加
者
は
熱
心
に
耳
を
傾
け
て
い
ま
し
た
。

 

（
大
宮
地
区
会
：
担
当　

森
）

東
海
地
区
会
で
は
、
令
和
５
年
10
月
１
日

よ
り
導
入
が
予
定
さ
れ
て
い
る
適
格
請
求
書

等
保
存
方
式（
い
わ
ゆ
る
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
）

の
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
た
め
、
全
会
員
に

対
し
小
冊
子

を
送
付
い
た

し
ま
し
た
。

イ
ン
ボ
イ

ス
制
度
は
、

単
な
る
消
費

税
法
の
改
正

に
と
ど
ま
ら

ず
、
事
業
に

大
き
な
影
響
を
与
え
る
制
度
と
な
る
た
め
、

周
知
を
徹
底
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

今
後
は
、
講
習
会
等
を
開
催
し
、
制
度
開

始
の
際
に
は
ス
ム
ー
ズ
な
移
行
が
で
き
る
よ

う
サ
ポ
ー
ト
し
て
参
り
ま
す
。

 

（
東
海
地
区
会
：
担
当　

佐
藤
）

法
人
決
算
申
告
説
明
会
を
開
催

太
田
法
人
会
で
は
、
太
田
税
務
署
、
太

田
間
税
会
と
共
催
で
、
６
月
～
８
月
決
算
の

法
人
を
対
象
に
決
算
申
告
説
明
会
を
常
陸

太
田
市
・
ひ
た
ち
な
か
市
・
常
陸
大
宮
市
の

３
会
場
に
て
、
８
月
３
日
か
ら
９
日
に
か
け

て
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
３
会
場
に
て
実
施

す
る
の
は
２
年
ぶ
り
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

71
事
業
所
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。
本
会
で

は
、
引
き
続
き
本
年
10
月
と
来
年
１
月
に
決

算
申
告
説
明
会
を
開
催
す
る
と
共
に
、
新
設

法
人
決
算
説
明
会
及
び
年
末
調
整
説
明
会

を
実
施
す
る
予
定
で
す
の
で
、
多
く
の
事
業

所
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

ひ
た
ち
な
か
地
区
会

太

田

地

区

会

大

宮

地

区

会

東

海

地

区

会

地
区
会
だ
よ
り

多くの出席者で開催された…
第２回定時総会風景

親会青年部会と共催の
経営セミナー風景

日本経済の将来について…
熱心に説明する研修会風景配布したインボイス制度の小冊子

常陸太田市商工会館で開催された
法人決算申告説明会風景



（第75号） （8）法　人　お　お　た

① 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認め

られること。 

② 納税について誠実な意思を有すると認められること。 

③ 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。 

④ 納付すべき国税の納期限から６か月以内（注）に申請書が提出されていること。 

（注）既に滞納がある場合や滞納となってから６月を超える場合であっても、税務署長の職権によ 

る換価の猶予（国税徴収法第151条）が受けられる場合もあります。 

※ 原則、担保は不要です（担保の提供が明らかに可能な場合を除く） 

① 原則として1年間納税が猶予されます（状況に応じて更に１年間猶予される場合があります。）。 

② 猶予期間中の延滞税が軽減されます。 

③ 財産の差押えや換価（売却）が猶予されます。 

◆ 要 件 （ 換 価 の 猶 予 ） ◆

◆内容（猶予が認められると）◆

新型コロナウイルスの影響により国税の納付が困難な方へ

猶予制度があります
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務
署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限
り、猶予が認められますので、所轄の税務署（徴収担当）にご相談ください。

太田税務署からのお知らせ



（9） （第75号）法　人　お　お　た

年月日 時間

令和４年10月12日（水） 14:00～15:00

令和４年10月13日（木）

令和４年11月17日（木）

令和４年11月18日（金）

令和４年12月７日（水）

令和４年12月８日（木）

10:00～11:00

14:00～15:00

10:00～11:00

14:00～15:00

10:00～11:00

太田税務署

法人課税第一部門

0294-72-2171

（代表）

常陸太田市金井町

3662番地

太田税務署
（新館２階会議室）

開催場所
開催日時

留意事 連絡先

各回定員25名

【要事前登録】

開催日の１週間前までに、

お電話で登録願います。

インボイス制度説明会のご案内

太田税務署からのお知らせ

○　10月以降に開催が予定されている説明会は以下のとおりです。今後、追加されることもありますので、
最新の情報は、国税庁のホームページでご確認ください。

○　新型コロナウイルス感染症予防のため、事前予約制としておりますので、下記連絡先にお電話等で事前
登録をお願いします。
　なお、登録の申込状況等により、ご希望に添えない可能性がありますことをあらかじめご了承ください。

○　新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、中止となることがあります。

※お電話の際は、音声ガイ
ダンスに沿って『２』を選
択してください。



（第75号） （10）法　人　お　お　た



（11） （第75号）法　人　お　お　た
… 茨城県税務課（令和４年５月現在）

企業立地等のための県税の特別措置（課税免除及び不均一課税）

根拠
条例

茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例
（昭和34年茨城県条例第26号）

茨城県復興産業集積区域における県税の
特別措置に関する条例
（平成24年茨城県条例第31号）

茨城県地方活力向上地域等における県税
の特別措置に関する条例
（平成28年茨城県条例第13号）

茨城県産業活動の活性化及び雇用機会の
創出のための県税の特別措置に関する条例
（平成15年条例第12号）

種類

過疎地域の持続的発展の支援に関する特
別措置法（令和3年法律第19号）
［注］市町村議会の結果によっては、下
記内容が変更になることがあります。

原子力発電施設等立地地域の振興に関す
る特別措置法（平成12年法律第148号）
に基づく不均一課税

東日本大震災復興特別区域法（平成23年
法律第122号）に基づく課税免除及び不
均一課税

地域再生法（平成17年法律第24号）及
び上記条例に基づく課税免除及び不均一
課税

上記条例に基づく課税免除

対象
税目

・事業税（法人・個人）
・不動産取得税
・県が課する固定資産税〔注〕

〔注〕市町村が課する固定資産税の軽減
措置については、取得した固定資産の所
在する市町村へお問合せください。

・事業税（法人・個人）
・不動産取得税
・県が課する固定資産税〔注〕

〔注〕同左

・事業税（法人・個人）
・不動産取得税
・県が課する固定資産税〔注〕

〔注〕同左

・事業税（法人・個人）
・不動産取得税

・法人事業税〔注〕
・不動産取得税
〔注〕法人事業税は、平成31年（2019年）
３月31日までに対象事業の用に供する土
地の権利を取得し、その取得後３年以内
に当該土地において事務所等を新増設し
た場合に限り、適用対象となる。

対象
地域

過疎地域の持続的発展の支援に関する特
別措置法に基づく過疎地域内の産業促進
区域

＜11市町23地域＞
　常陸太田市（旧水府村、旧里美村）、
潮来市（旧牛堀町）、常陸大宮市（旧御
前山村、旧山方町、旧美和村、旧緒川
村）、城里町（旧桂村、旧七会村）、桜川
市（旧岩瀬町、旧真壁町、旧大和村）、
かすみがうら市（旧霞ヶ浦町）、稲敷市、
（旧江戸崎町、旧新利根町、旧桜川村、
旧東町）、行方市（旧麻生町、旧北浦町、
旧玉造町）、大子町、河内町、利根町

＜卒業市町村地域　1市1地域＞
常陸太田市（旧金砂郷町）

原子力発電施設等立地地域の振興に関す
る特別措置法に基づく原子力発電施設等
立地地域

＜10市町村の地域＞
　水戸市（旧内原町を除く）、日立市（旧
十王町を除く）、常陸太田市（旧水府村
及び旧里美村を除く）、ひたちなか市、
茨城町、大洗町、東海村、那珂市、常陸
大宮市（旧大宮町）、鉾田市（旧旭村、
旧鉾田町）

東日本大震災復興特別区域法に基づく復
興推進計画「茨城産業再生特区計画」に
定められた復興産業集積区域

＜13市町村62区域＞
（1）特定復興産業集積区域
　北茨城市、ひたちなか市、神栖市及び
大洗町内の26区域

（2）その他の復興産業集積区域
　水戸市、日立市、高萩市、鹿嶋市、潮
来市、那珂市、鉾田市、茨城町及び東海
村内の36区域

県内全域 県内全域

対象
事業

過疎地域のうち市町村が定める過疎地域
持続的発展市町村計画において、産業振
興促進区域として定められている区域内
及び事業（①～④） ①製造業、②道路貨物運送業、③倉庫業、

④こん包業、⑤卸売業

東日本大震災復興特別区域法に基づく復
興推進計画「茨城産業再生特区計画」に
定められた復興推進事業〔注〕

〔注〕実施する事業について、事前に市
町村長の事業者指定が必要です。指定申
請の手続等については、事業を行う区域
の市町村へお問合せください。

本社機能を有する事務所又は研究所若し
くは研修所であって重要な役割を担う業
務施設を整備する事業〔注〕

〔注〕実施する事業について、事前に知
事の事業計画認定が必要です。認定申請
の手続等については、県計画推進課（☎
029－301－2072）へお問合せくださ
い。

①製造業、②情報通信業、③運輸業、④
卸売業、⑤過疎地域で行う電気・ガス・
熱供給業、⑥情報通信技術利用業（コー
ルセンター）、⑦学術・開発研究機関、
⑧旅館業、⑨植物工場、⑩認定中心市街
地又は第二種大規模小売店舗立地法特例
区域若しくは過疎地域における大規模小
売店舗で行う事業、⑪過疎地域で行う農
林水産物等販売業　等

①製造業、②農林水産物等販売業、③旅
館業、④情報サービス業等、⑤個人が行
う畜産業又は水産業（個人事業税の課税
免除に限る。）

増加従
業者数
の要件

無し ・製造業：無し
・製造業以外：15人超 無し 増加見込数５人（中小企業者等は１人）

以上

５人以上
○…雇用保険法の被保険者（短期雇用特例
被保険者及び日雇労働被保険者を除
く）に限る。

○…公共的団体が造成した工業団地、県有地
又は過疎地域等の場合は、５人未満でも適
用対象となる（従業者数の増加を要しない）。

設備等
取得の
要件等

（1）製造業、旅館業
事業の用に供する租税特別措置法（昭和
32年法律第26号）の特別償却を受ける
設備で、（取得又は制作若しくは増築、改
築、修繕又は模様替えのための工事によ
る取得又は建設を含む）取得価額の合計
額が500万円以上（資本金の額等が5,000
万円超1億円以下は1,000万円以上、資本
金の額等が１億円超は2,000万円以上と
する）また、資本の額等が5,000万円超
の法人が行うものは、新増設に限る。）
（2）農林水産物等販売業、情報サービス
業等
事業の用に供する租税特別措置法（昭和
32年法律第26号）の特別償却を受ける
設備で、500万円以上
（3）個人が行う畜産業又は水産業
事業を行った日数の合計が当該年の延べ労
働日数の1/3を超え、1/2以下であるもの

事業の用に供する設備等で、取得価額の
合計額が2,700万円を超えるもの

東日本大震災の被災者等に係る国税関係
法律の臨時特例に関する法律（平成23年
法律第29号）の特別償却等を受ける施設
等

次の①及び②の要件を満たすもの

①令和６年（2024年）３月31日までに、
知事の事業計画認定を受け、その認定後
３年以内に当該事業の用に供する施設等
を新増設すること。

②事業の用に供する施設等で、取得価額
の合計額が3,800万円（中小企業者等は
1,900万円）以上であること。

無し

特別…
措置の
内容

＜事業税＞
・…事務所等の新増設等に係る増加従業者
数の割合に応じて３年間の課税免除
・…畜産業又は水産業に係る個人事業税は
５年間の課税免除

＜不動産取得税＞
　事務所等の新増設に係る家屋及びその
敷地である土地（家屋の敷地面積部分）
の取得に対する課税免除

＜県が課する固定資産税＞
　事務所等の新増設に係る償却資産に対
する３年間の課税免除

下表のとおり税率を軽減

免除率
1年次 2年次 3年次

事業税 1/2 1/4 1/8
不動産…
取得税 9/10 - -

県が課する
固定資産税 9/10 3/4 2/4

＜事業税＞
　事務所等の新増設に係る増加従業者数
の割合に応じて５年間の課税免除（その
他の復興産業集積区域の場合は不均一課
税【免除率75/100】）

＜不動産取得税＞
　事務所等の新増設に係る家屋及びその
敷地である土地（家屋の敷地面積部分）
の取得に対する課税免除（その他の復興
産業集積区域の場合は不均一課税【免除
率75/100】）

＜県が課する固定資産税＞
　事務所等の新増設に係る償却資産に対
する５年間の課税免除（その他の復興産
業集積区域の場合は不均一課税【免除率
75/100】）

下表のとおり税率を軽減
○地域再生法認定事業者

免除率
1年次 2年次 3年次

事業税 1/2 1/2 1/2
不動産…
取得税

移転型 10/10 ー ー
拡充型 9/10 ー ー

○条例認定事業者

免除率
1年次 2年次 3年次

事業税 1/4 1/4 1/4
不動産取得税 1/2 ー ー

＜法人事業税＞
　事務所等の新増設に係る増加従業者数
の割合に応じて３年間の課税免除

＜不動産取得税＞
　事務所等の新増設に係る家屋及びその
敷地を含む一団の土地（事業活動が一区
画を占めて継続的に行われる事務所等の
敷地）の取得に対する課税免除

適用期限 令和６年（2024年）３月31日まで 令和５年（2023年）３月31日まで 令和３年（2021年）３月31日まで 令和６年（2024年）３月31日まで 令和６年（2024年）３月31日まで

申告
期限

＜事業税＞　・法人事業税は原則事業年度終了の日から２月以内
　　　　　　・個人事業税は当該年の３月15日

＜法人事業税＞
　原則事業年度終了の日から２月以内

＜不動産取得税＞　対象事業の用に供する土地、家屋の取得について、それぞれ取得した日から60日以内
＜県が課する固定資産税＞　対象設備である償却資産を事業の用に供した日の属する年の翌年の１月31日 － －

○…特別措置に関する問合せ先（書類提出先）

県税事務所 担当課 税目 電話番号 県税事務所 担当課 税目 電話番号

水戸県税事務所
課税第一課 事業税（法人・個人） 029－221－4800

土浦県税事務所
課税第一課 事業税（法人・個人） 029－822－7212

課税第二課 不動産取得税 029－221－4820 課税第二課 不動産取得税 029－822－7216

常陸太田県税事務所
課税第一課 事業税（法人・個人） 0294－80－3311 土浦県税事務所　稲敷支所 事業税（法人・個人） 029－892－6111

課税第二課 不動産取得税 0294－80－3312
筑西県税事務所

課税第一課 事業税（法人・個人） 0296－24－9192

常陸太田県税事務所　高萩支所 事業税（法人・個人） 0293－22－2019 課税第二課 不動産取得税 0296－24－9197

行方県税事務所
課税第一課 事業税（法人・個人） 0299－72－0483 筑西県税事務所　境支所 事業税（法人・個人） 0280－87－1120

課税第二課 不動産取得税 0299－72－0773

※…不動産取得税は、取得した不動産の所在地を管轄する県税事務所へお問い合わせ願います。

○…制度全般、その他の問合せ先
… 茨城県総務部税務課賦課グループ　　電話　029－301－2429（直通）

○…茨城県税務課ホームページ「県税のホームページへようこそ」　　http ://www.pref.ibaraki.jp/somu/zeimu/kikaku/zeimu.html
… ※…次のＵＲＬから各種申請・届出様式をダウンロードすることができます。　　http ://www.pref.ibaraki.jp/yoshiki/kurashi/tax/index.html
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会
員
紹
介
　
株
式
会
社　

春
日
ホ
テ
ル

創
業
昭
和
８
年　
あ
ん
こ
う
鍋
が 

自
慢
、
磯
料
理
と
ワ
イ
ン
の
宿

春
日
ホ
テ
ル
は
、
那
珂
湊
お
さ
か
な

市
場
そ
ば
の
立
地
を
活
か
し
、
お
客
様

に
喜
ば
れ
る
料
理
の
ご
提
供
と
居
心
地

の
良
い
、
非
日
常
的
な
空
間
を
楽
し
ん

で
い
た
だ
け
る
こ
と
を
目
標
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。
四
季
折
々
の
新
鮮
な
磯

料
理
と
あ
ん
こ
う
鍋
、
世
界
の
ワ
イ
ン

を
お
楽
し
み
い
た
だ
け
る
の
が
特
徴
で

す
。１

階
の
“
海
鮮
レ
ス
ト
ラ
ン
浜
辺
”

で
は
、
生
し
ら
す
、
鰹
料
理
、
あ
ん
こ
う

鍋
や
近
海
魚
の
刺
身
、
一
品
料
理
や
定

食
・
丼
も
の
な
ど
、
ま
た
、
茨
城
の
黒

毛
和
牛
常
陸
牛
も
ご
提
供
し
て
い
ま
す
。

観
光
ス
ポ
ッ
ト
は
、
那
珂
湊
お
さ
か

な
市
場
は
徒
歩
１
分
、
国
営
ひ
た
ち
海

浜
公
園
は
車
で
15
分
、
ア
ク
ア
ワ
ー
ル

ド
大
洗
は
車
で
４
分
。
近
く
潮
騒
が
き

こ
え
岩
礁
が
並
ん
だ
白
亜
紀
層
の
海
岸

を
散
策
す
る
こ
と
も
お
薦
め
し
ま
す
。

当
ホ
テ
ル
は
、
那
珂
湊
港
直
送
の
新

鮮
な
魚
介
類
を
使
用
し
た
磯
料
理
と
世

界
の
ワ
イ
ン
が
自
慢
で
す
。
癒
し
の
空

間
で
遊
び
・
味
わ
い
、
ゆ
っ
く
り
寛
い

で
い
た
だ
き
た
い
。

コ
ロ
ナ
禍
で
宴
会
・
会
食
の
お
客
様

が
ほ
と
ん
ど
無
く
な
り
ま
し
た
が
、
ご

利
用
い
た
だ
く
際
に
も
感
染
予
防
対
策

を
し
っ
か
り
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ど

う
ぞ
安
心
し
て
ご
利
用
下
さ
い
。

こ
れ
か
ら
も
、
笑
顔
の
接
客
、
キ
ビ

キ
ビ
し
た
接
客
を
し
、
次
元
を
超
え
た

空
間
を
提
供
し
て
ま
い
り
ま
す
。

〒311ー1221…
ひたちなか市湊本町11ー4

代表取締役・支配人…
橋本　英明…
シニア・ソムリエ…
（日本ソムリエ協会認定）

電話：029ー262ー3164

FAX：029ー262ー2133

ホームページ…
http://www.kasugahotel.co.jp…
Mail:web@kasugahotel.co.jp

会
員
紹
介
　
伊
勢
又
米
穀
製
粉
株
式
会
社

伊
勢
又
米
穀
製
粉
株
式
会
社
は
「
常
陸
秋

そ
ば
」
の
名
で
知
ら
れ
る
蕎
麦
の
里
、
常
陸

太
田
市
中
城
町
の
歴
史
地
区
「
鯨
が
丘
」
に

創
業
当
初
か
ら
の
暖
簾
を
守
っ
て
い
る
。
創

業
は
昭
和
５
年
（
1
9
3
0
）、
創
業
者
の
多

賀
野
三
男
氏
は
肥
料
業
を
営
む
本
家
に
呼
び

戻
さ
れ
後
に
独
立
し
米
穀
製
粉
業
を
営
む
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
。
創
業
か
ら
92
年
、
弘

泰
さ
ん
は
三
代
目
に
あ
た
る
。

創
業
は
昭
和
恐
慌
の
中
、
株
式
会
社
を
立

ち
上
げ
、
事
業
開
拓
に
熱
心
な
人
達
が
援
助

を
惜
し
ま
な
か
っ
た
と
い
う
。
多
賀
野
家
に

寄
せ
る
篤
い
信
頼
が
あ
っ
た
。
社
名
の
伊
勢

又
は
伊
勢
の
地
名
に
、
又
は
本
家
の
又
右
衛

門
に
由
来
す
る
そ
う
だ
。

伊
勢
又
の
こ
だ
わ
り
は
、
金
砂
郷
や
水
府

地
域
の
水
は
け
の
良
い
気
候
風
土
で
そ
だ
て

ら
れ
た
「
常
陸
秋
そ
ば
」
を
も
ち
い
、「
品
質
」

や
「
風
味
」
を
守
り
続
け
る
こ
と
。「
そ
ば
の

風
味
、
か
す
か
な
甘
さ
」
は
原
料
で
き
ま
る

と
い
う
。
茨
城
県
穀
物
改
良
協
会
か
ら
「
常

陸
秋
そ
ば
」
の
種
子
を
購
入
し
信
頼
の
あ
る

地
元
生
産
者
に
配
り
生
産
を
委
託
し
て
も
い

る
そ
う
だ
。
そ
れ
に
加
え
、
独
自
に
守
り
続

け
て
き
た
「
金
砂
郷
在
来
種
」
の
栽
培
に
も

取
り
組
み
初
め
た
。

食
文
化
の
中
で
、
蕎
麦
は
健
康
を
育
む
代

表
的
な
食
品
の
一
つ
で
あ
る
。
米
や
小
麦
・

大
豆
な
ど
に
比
べ
生
産
量
も
限
ら
れ
、
故
に

弘
泰
さ
ん
は
地
元
で
栽
培
さ
れ
る
蕎
麦
に
夢

と
希
望
を
抱
く
。異
常
な
程
の
都
市
一
極
化
、

日
本
の
山
村
は
後
継
者
が
少
な
く
耕
作
放
棄

地
も
少
な
く
な
い
。
郷
土
の
農
業
を
支
え
発

展
さ
せ
山
間
地
を
魅
了
あ
る
蕎
麦
の
生
産
地

と
し
て
守
る
こ
と
。
蕎
麦
作
り
に
か
け
る
弘

泰
さ
ん
の
思
い
は
熱
い
。

常
陸
秋
そ
ば
を
用
い
た
「
水
府
そ
ば
」
は

伊
勢
又
の
商
標
。「
常
陸
秋
そ
ば
・
石
臼
挽
き
」

「
水
戸
黄
門
・
水
府
そ
ば
」「
水
戸
黄
門
の
里

う
ど
ん
」「
長
ひ
や
む
ぎ
セ
ッ
ト
」「
常
陸
秋

そ
ば
粉
」「
水
府
そ
ば
粉
」「
そ
ば
茶
」
な
ど

扱
う
商
品
も
多
い
。

明
日
の
食
文
化
を
支
え
る
若
者
の
祭
典
、
第

12
回
全
国
高
校
生
そ
ば
打
ち
選
手
権
大
会
「
そ

ば
打
ち
甲
子
園
」
が
８
月
27
日
に
東
京
都
内
で

開
催
さ
れ
ま
し
た
。「
常
陸
秋
そ
ば
」
発
祥
地

の
代
表
と
し
て
県
立
太
田
西
山
高
等
学
校
が
出

場
し
ま
し
た
。

〒313ー0061…
茨城県常陸太田市中城町
199ー3

代表取締役社長…
… 多賀野　弘泰

電話：0294ー72ー1236

FAX：0294ー72ー4536

ホームページ…
https://soba-isemata.com…
Mail:info@isemata.com
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道
路
を
挟
ん
だ
わ
が
家
の
前
に

大
規
模
な
保
育
園
が
あ
る
。
こ

こ
で
毎
朝
の
よ
う
に
繰
り
広
げ

ら
れ
る
の
が
「
行
き
た
く
な
い
」

と
叫
び
地
面
に
伏
し
て
抵
抗
す

る
子
ど
も
と
、
会
社
に
遅
刻
し

て
は
な
ら
な
い
と
わ
が
子
を
抱

き
上
げ
る
母
親
と
の
バ
ト
ル
。

ほ
ほ
笑
ま
し
く
思
う
が
、
朝
刊

に
目
を
通
し
て
い
る
時
間
帯
に

玄
関
前
で
泣
き
叫
ば
れ
、
し
か

も
次
々
に
同
じ
よ
う
な
親
子
が

登
場
し
て
く
る
時
は
、
さ
す
が

に
閉
口
す
る
。

親
子
の
闘
い
で
は
、
父
親
が

が
っ
ち
り
と
子
を
羽
交
い
締
め

に
し
て
抱
え
、
そ
の
後
ろ
か
ら
荷

物
を
持
ち
歩
む
母
親
と
の
ナ
イ

ス
連
携
も
見
る
こ
と
が
で
き
、
多

様
な
親
子
の
姿
に
か
つ
て
の
自

分
を
見
る
思
い
が
あ
る
。
だ
が
、

早
朝
の
大
音
響
は
連
日
続
く
。

こ
れ
を
迷
惑
と
は
思
わ
な
い
。

子
育
て
に
奮
闘
す
る
親
子
に
拍

手
を
送
り
た
い
気
持
ち
だ
。
子
ど

も
の
泣
き
声
に
は
慣
れ
た
し
、

新
聞
も
普
通
に
読
む
こ
と
が
で

き
る
。
あ
の
親
子
の
よ
う
に
「
今

日
は
頑
張
る
ぞ
」
と
元
気
を
も

ら
え
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

逆
に
う
る
さ
い
と
思
え
ば
、
不

機
嫌
な
一
日
で
終
始
し
て
し
ま

う
だ
ろ
う
。
何
気
な
い
日
常
の
出

来
事
で
は
あ
る
が
、
ち
ょ
っ
と

し
た
心
の
持
ち
方
で
人
生
が
大

き
く
変
わ
る
、
と
考
え
て
し
ま
っ

た
。
と
い
う
か
、
よ
う
や
く
気

が
付
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
心
な
り
け
り
」
を

経
営
・
人
生
哲
学
に

長
年
に
わ
た
り
経
済
ニ
ュ
ー
ス

を
追
う
日
々
を
送
り
、
多
く
の

経
営
者
と
の
交
流
が
あ
っ
た
。

忘
れ
ら
れ
な
い
ト
ッ
プ
た
ち
と

そ
の
考
え
方
に
共
感
し
、
自
分

の
生
き
方
に
取
り
入
れ
よ
う
と

思
っ
た
こ
と
は
少
な
く
な
い
。

そ
の
中
で
も
商
社
の
副
社
長
や

Ｉ
Ｔ
企
業
社
長
な
ど
を
歴
任
し

た
Ｓ
氏
の
話
は
今
で
も
鮮
明
に

記
憶
し
て
い
る
。

同
氏
が
メ
キ
シ
コ
赴
任
中
に
無

実
の
罪
で
囚
わ
れ
、
拘
置
所
で

は
死
を
覚
悟
す
る
場
面
も
あ
っ

た
と
い
う
。
鉄
格
子
の
中
で
多

く
の
知
人
か
ら
励
ま
し
の
言
葉

を
も
ら
っ
た
が
、
現
状
を
克
服

す
る
だ
け
の
力
強
い
言
葉
は
な

か
っ
た
と
い
う
。
悶
々
と
し
た

時
間
が
過
ぎ
る
が
、
そ
こ
で
出

合
っ
た
の
が
高
杉
晋
作
の
辞
世

の
句
。「
お
も
し
ろ
き　

こ
と
も

な
き
世
を　

お
も
し
ろ
く
」
で
、

勤
王
女
流
歌
人
が
下
の
句
と
し

て
「
す
み
な
す
も
の
は　

心
な

り
け
り
」
と
詠
ん
だ
。

こ
の
句
は
多
様
な
解
釈
が
で
き

る
の
だ
ろ
う
が
Ｓ
氏
は
、
ど
の

よ
う
な
厳
し
い
状
況
に
陥
ろ
う

と
も
、
現
状
を
受
け
入
れ
、
決
し

て
腐
ら
ず
、
諦
め
ず
前
を
向
い

て
進
も
う
と
い
う
気
持
ち
を
持

て
た
と
話
し
て
く
れ
た
。
現
状

に
甘
ん
じ
る
だ
け
、
な
ど
と
い

う
後
ろ
向
き
の
考
え
で
は
な
い
。

厳
し
く
な
い
経
済
状
況
な
ど
は

な
い
。
バ
ブ
ル
の
絶
好
調
時
代

に
も
思
う
よ
う
に
経
営
で
き
な

か
っ
た
企
業
は
あ
る
は
ず
。
別

の
あ
る
企
業
ト
ッ
プ
か
ら
は
、

「
事
業
を
や
れ
ば
必
ず
壁
に
ぶ
つ

か
る
。
そ
こ
か
ら
が
勝
負
だ
と

思
え
る
か
ど
う
か
。
そ
こ
か
ら

が
経
営
を
左
右
す
る
」
と
言
っ

て
い
た
。
厳
し
い
場
を
何
度
も

乗
り
越
え
て
き
た
人
だ
か
ら
言

え
る
言
葉
だ
と
感
銘
を
受
け
た

思
い
出
が
あ
る
。

企
業
経
営
も
人
生
も
す
べ
て

「
心
な
り
け
り
」
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
経
営
に
お
い
て
は
、
困
難

な
局
面
で
冷
静
に
判
断
し
対
応

策
を
講
じ
る
知
恵
が
湧
き
、
人
生

に
お
い
て
は
心
の
広
さ
を
も
た

ら
し
ス
ト
レ
ス
が
蓄
積
し
に
く

い
状
況
を
作
っ
て
く
れ
る
。
す

べ
て
当
た
り
前
の
こ
と
だ
と
叱

ら
れ
そ
う
だ
が
、
忘
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
人
が
多
い
よ
う
な
気
が

し
て
な
ら
な
い
。

面
白
き
こ
と
も
無
き
世
を
生
き
抜
く
発
想

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト　

海
部　

隆
太
郎

【
筆
者
紹
介
】�

　

海
部　

隆
太
郎

　

（
か
い
べ
・
り
ゅ
う
た
ろ
う
）

　

法
政
大
学
卒
。
全
国
紙
記
者
、

Ｉ
Ｔ
企
業
を
経
て
フ
リ
ー
。
中
小

企
業
を
中
心
に
幅
広
い
課
題
を
取

材
・
執
筆
活
動
を
展
開
す
る
。
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−新会員ご紹介−
新規加入会員をご紹介いたします。（加入期間　令和 4年 1月 1日～令和 4年 7月 31日）… ＊印は賛助会員

法 人 名 代 表 者 名 業　種 所　在　地 電 話 番 号

太田地区会

㈱ フ ジ ク ラ ウ ド 藤　　　誠
小売業 

（ネット販売）
常陸太田市内堀町3617 090-2485-5077

（同） み と 緑 地 管 理 小祝　正勝 造園工事業 常陸太田市岡田町95 029-306-8820

ひたちなか地区会

㈱ K O U S H I N 菊池　孝二 建設業 ひたちなか市釈迦町21-3-1 029-229-3095

㈱ ネ ク サ ス 川又　道夫 人材派遣業 ひたちなか市足崎280-1 029-285-3711

＊ B R A I N 藤田　大介 建設業 ひたちなか市洞下町7-16 029-212-8280

大宮地区会

（有） 渡 辺 製 作 所 渡邊　澄人 プレス加工 常陸大宮市富岡596-1 0295-52-3963

東海地区会

山 藤 鉄 工 ㈱ 山形　洋司 金属加工業 久慈郡東海村村松3115-7 029-282-1771

大子地区会

（一社） だいご再生可能エネルギー協議会 大崎　廣昭 その他事業 久慈郡大子町北田気1235-1 0295-76-8221

（同） フジタアップルオーチャード 藤田　　卓 食品加工販売業 久慈郡大子町浅川400 0295-72-5028

（同） 大 真 工 業 杉本　真一 建設業 久慈郡大子町大子1468-3 0295-72-2077

無料インターネットセミナーのご活用を！！
（一社）太田法人会のホームページ（https://ohta-houjinkai.com/）からインターネットセミナーが、会員
は無料で受講できます。会社の研修会等で活用下さい。

①ホームページにアクセス☞ ②インターネットセミナーのバナーをクリック☞ ③画面右上のログインをクリック☞ 
④ログインID　hj0603 パスワード　0267　を入力☞ ⑤お好みのセミナーを選んでご聴講下さい。



（15） （第75号）法　人　お　お　た

？？？？ ？？？？

1．…官製はがき又はメール、FAXにより、事業所名、住所、担当者、電話番号（連絡先）
及び回答を記入し応募して下さい。

2．…応募先：〒313-0061　常陸太田市中城町3210　商工会館別館
　　　　　　一般社団法人太田法人会
　　　　　　℡…0294-73-0267　FAX…0294-73-0679　E-mail:info@ohta-houjinkai.com
3．…締切り：10月31日必着　4．発表：法人会ホームページ　https://ohta-houjinkai.com
※当選者は、本会会員に限らせていただきますので、ご了承下さい。

【作者紹介】
神谷一郎（かみや・いちろう）

右の絵と左の絵に7つの相違
点があります。見つかった
らご応募下さい。
応募者の中から抽選により地
域特産品を進呈いたします。

応募方法



（第75号） （16）法　人　お　お　た

AFツール-2022-0302-2208012　7月28日

水戸支社　〒310-0026　茨城県水戸市泉町1-2-4　水戸泉町第一生命ビル3F


